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業務評価導入の経緯

増員の目的である「各業務ごとの効果的かつ効率的な事業実施体制の構築による包括支援業務の充実」の達成状況等

について本市として適切に確認・評価する必要があることから、包括的支援事業については、業務の質の担保及び業務

改善を通じたセンターの機能強化を目的とした業務評価を実施することとした。また、人員配置及び業務評価の結果等

が基準に満たない場合の委託料の返還規定を設定した。

第１号被保険者（65歳以上高齢者）の増加とともに、地域包括支援センターの果たす役割が今後更に重
要になってくることを踏まえ、介護保険法第115条の46第１項に規定する包括的支援事業と介護保険法
第115条の22に規定する指定介護予防支援事業等ごとに人員を配置することとした。 

センター名 ふれ里 義方・湊山 住吉・加茂 弓浜 尚徳 箕蚊屋 淀江 合計

旧配置基準（人） １８ ７ ７ ８ ５ ４ ３ ５２

新配置基準（人） １８ １１ １０ １１ ６ ６ ４ ６６

令和５年度
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現在の評価指標

評価項目 配点 指標 

１ 総合相談支援及び権利擁護業務 （合計２５点） 
 ⑴ 夜間・早朝・平日以外の窓口（連絡先）の設置及び周知 ３点 窓口、パンフレット及びHPへの掲載 

  ⑵ 相談件数の報告及び相談内容の分類及び整理 （高齢者虐待を疑われる事例・消費者被害を疑われる事例を含む） ５点 件数の毎月報告・データまたは紙面で整備 

  ⑶ 地域における関係機関・関係者のネットワークについて、構成員・連絡先等に関する情報の収集 ５点 データまたは紙面で整備 

⑷ ⅲの機関・団体等の会議等への参加 ５点 地区（公民館単位）ごとに６回／年 

⑸ 高齢者実態調査結果等に基づく個別訪問 ７点 包括支援業務人員基準×３０件／年 

２ 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務 （合計２０点） 
 ⑴ 担当圏域における居宅介護支援事業所のデータ（事業所ごとの主任介護支援専門員・介護支援専門員の人数等）の把握 ３点 データまたは紙面で整備 

⑵ 介護支援専門員を対象にした研修会・事例検討会等の開催 ７点 １回／年 

⑶ 担当圏域の介護支援専門員のニーズに基づいた関係機関・関係者との意見交換の場の設定（地域ケア会議は含まず） ７点 １回／年 

⑷ 介護支援専門員から受けた相談事例の件数報告及び内容の整理 ３点 件数の毎月報告・データまたは紙面で整備 

３ 地域包括ケアシステムの構築に関する業務 （合計３０点） 
 
 

⑴ 地域ケア会議（個別事例から地域課題を検証）の開催 ５点 地区（中学校単位）ごとに２回／年 

⑵ 地域ケア会議（その他）の開催 １５点※   地区（公民館単位）ごとに１回／年 
  ※担当地区数のうち、半分以上達成の場合７点 

⑶ １の⑶の機関・団体等の支援（地域包括ケアシステムの構築に資するもの） １０点 包括支援業務人員基準×１０件／年 

４ 人員体制 （５点） 

 ⑴ 人員配置基準の達成 ５点 ３月３１日時点 

５ 政策提言 （合計２０点） 
 ⑴ 担当圏域の地域課題等の分析 １０点 １回／年 

⑵ ⅰを解決するための市に対する政策提言 １０点 １回／年 
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現状及び課題

〇 評価結果が委託料にも影響することから、指標を意識して実施回数に視点をあてて業務を遂行してしまう面がある。結果を
踏まえた、事業の充実に目を向けていきたい。　（センター職員）

〇 現場からは、現在の評価指標について、評価のためのノルマ消化的な仕事の仕方になるとの声もきいている。より良い指標項
目の設定について検討していただきたい。　（運営法人）

○ 実施有無だけでなく、実施過程にも目を向けてもらいたい。　（運営法人）

〇 包括の業務は基本的にアウトプットの性質が強く、点数積み上げ方式はそぐわないのではないか。　（運営法人）

〇 評価結果において「100 点」となっていても苦慮している点など、そういった面についても見える形になる評価が良いのでは　　
　ないか。（運営協議会）

令和５年度は、各センターが自己採点した後、採点した評価票を各センターが市に提出し、その内容に
ついて市がセンターに対して詳細を確認（ヒアリング）するという運用で実施した。
評価結果は以下のとおりで、いずれのセンターも点数の総計が８０点以上だったことから、委託料の返
還対象となるセンターはなかった。

センター名 ふれ里 義方・湊山 住吉・加茂 弓浜 尚徳 箕蚊屋 淀江

得点 １００ ８５ ９０ ９２ ９５ １００ １００

令和５年度の実施結果を踏まえ、評価指標の内容や評価手法等について、関係機関へのヒアリングや協
議を実施したところ、以下のとおり意見があった。
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現状及び課題

現在の評価方式では、「事業の実施の有無や回数＝評価」となることから、各事業の内容より実施回数等
が重要視される傾向にある。また、現行の指標は基本的にプロセス指標及びアウトプット指標で構成され
ており、アウトカム指標が不足していることから、効果的な事業展開ができているかの検証や改善の余地
等について把握することが困難であることから評価が単発的となり、具体的な業務改善につながりにくい。

①目標ごとに指標を統合し体系化・簡素化を図るとともに、センター指標・市町村指標を一対一対応ではなく、

個々の機能に応じた内容に見直し

②人口規模や地域課題の圏域ごとの状況を踏まえた評価を行うことができるよう、段階的項目や選択的項目を

指標として設定

③中長期的な視点に立った目標に応じた達成状況の評価を定量的に行うため、アウトプット指標・中間アウトカ

ム指標を設定

※ このほか評価を可視化（数値化）できるよう市町村が柔軟に項目ごとの配点を設定できるよう見直し

センターの事業評価を通じた機能強化については、「地域包括支援センターの事業評価を通じた機能強化について
（通知）」（平成30 年７月４日老振発0704 第１号厚生労働省老健局振興課長通知）により取り扱われてきたが、令
和６年６月７日付で本通知が一部改正され、評価指標の体系化・簡素化を図りつつ、市町村の目標や地域の状況に応
じた柔軟な評価を行うための評価指標の見直しが実施された。

【参考】国の動向

見直しの
具体的な
ポイント
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今後の方針（案）

○業務評価については国が定める評価基準をベースに実施し、毎年、米子市地域包括支援センター運営協 
議会に報告を行う。

○市は、評価内容をまとめた「地域包括支援センター事業評価総括票」を作成し、各センター及び運営法
人に送付。これらの結果について市ホームページで公開する。これら一連の取組について、令和７年４月
配置予定の「地域包括支援センター統括マネージャー」が主体となって実施する。

○地域包括支援センター運営事業委託契約書第２０条第１項における委託料の返還については、「各業務
の達成状況の確認」に基づき実施する。

 現状の課題や国の動向等を踏まえ、業務評価の見直しを実施する。ただし、見直しは令和７年度実施
分からとし、令和６年度は令和５年度同様の運用とする。 

業務の質の担保を目的とした「各業務の達成状況の確認」と業務改善を通じ
たセンターの機能強化を目的とした「業務評価」を切り分けて実施する。

方針
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今後の方針（案）

実施内容 各業務の達成状況の確認による業務評価 

主な目的 業務の質の担保及び業務改善を通じたセンターの機能強化 

指標 市が独自に設定 

センターに対する 
指標等の周知の手法 市が各センターに通知（一部指標については契約書仕様書に記載） 

評価・確認の時期 当該年度の３月 

委託料への影響 有 

実施内容 各業務の達成状況の確認 事業評価 

主な目的 業務の質の担保 業務改善を通じたセンターの機能強化 

指標 市が独自に設定 
「地域包括支援センターの事業に係る 

評価指標」（厚生労働省） 

センターに対する 
指標等の周知の手法 契約書仕様書に記載 市が各センターに通知 

評価・確認の時期 当該年度の３月 翌年度の６月頃 

委託料への影響 有 無 

市HPへの掲載 無 有 

見直し前

（現行）

見直し後

6


